
 

地域計画の採択に当たっての評価項目及び基準（公募要領より抜粋） 

 

申請のあった地域計画については、以下の項目及び基準に基づき評価を行い、有識者に

よる審査に諮ります。 

有識者による計画審査においては、以下の項目及び基準に加え、取組の新規性、独自性、

地域の他の産業との連携の効果、持続可能性の観点等も踏まえて総合的に評価を行い、採

択の要否を判断します。 

○計画全体関係 

評価項目 基準 

ビジョン・コンセプ

トの設定 

中長期を見据えた地域全体としてのビジョンが地域の現状や特性

等を踏まえて適切に設定されており、かつ、計画のコンセプトがビ

ジョンに沿ったものとして適切に設定されているか 

※例えば、 

・歴史ある街並みや自然豊かな風景といった地域の特性・ウリを踏まえ

て、「昔ながらの街並みを地域全体で守り続ける」等を中長期のビジ

ョンとして設定し、ビジョンに合わせて「歩いて楽しむ街」等をコン

セプトとして街歩き促進のための外観改修等の取組みを推進する 

・旅行客の割合について高齢者層の構成比が大きいという地域の傾向

を踏まえて、「日本一のユニバーサルツーリズム推進地域」等を中長

期のビジョンとして設定し、ビジョンに合わせて「ユニバーサルデザ

インによる快適な温泉地域づくり」等をコンセプトとして面的なバリ

アフリー化等の取組みを推進する 

等が考えられる。 

面的な取組への該当

性 

計画対象エリア（※１）に対して十分な数の事業者の巻き込みがで

きており、かつ、滞在価値の向上、長期滞在・再訪の促進等に資す

る改修等を面的に行う取組（※２）が計画の中に含まれているか 

※１：例えば「○○温泉」など、観光地として一般的かつ客観的に認識さ

れる地域単位での申請を原則とするが、一般に当該エリアに宿泊した観

光客が滞在期間中に回遊するのに合理的な範囲内で地域を跨いだ広域

的なエリア設定を行うことも可能（この場合、例えば交通事業者と連携

による地域間の交通利便性向上・周遊促進に資する取組など、隣接する

地域間の連携を図る取組を行うことが望ましい） 

※２：例えば、計画対象エリアに含まれる一部エリア（一本の通り、又は

代表的な観光施設等の周辺エリア等）において、宿泊施設・観光施設等

が一斉に改修を行う、又は景観の高付加価値化を行う等の取組が考えら

れる。 

その他の事項 観光地全体の生産性・消費額の向上等に資する面的ＤＸ化が行われ

ているか 

※例えば、面的なキャッシュレス化及び旅行者データの地域全体での共

有・活用による利便性・生産性の向上や収益の最大化、宿泊施設やアク



 

ティビティ・飲食店等の地域一括予約サイトの構築による長期滞在の促

進等の取組が考えられる。 

○個別事業関係（個別事業ごとに評価） 

評価項目 基準 

地域のビジョン等と

の一貫性 

地域全体のビジョン・コンセプト・ターゲットに沿った事業内容と

なっているか 

※例えば、 

・「歩いて楽しむ街」というコンセプトに合わせて、街歩き促進のため

の施設の外観改修、観光施設の付加価値向上に資する改修、面的キャ

ッシュレス化等の事業内容となっている 

・ユニバーサルデザインによる快適な温泉地域づくりというビジョン・

コンセプトに合わせて、宿泊施設・観光施設等のバリアフリー化の改

修等の事業内容となっている 

等が考えられる。 

事業内容の優位性 ・滞在価値の向上、長期滞在・再訪の促進（※１） 

・地域への裨益効果の創出（※２） 

・生産性の向上、人手不足の解消（※３） 

等につながる事業内容となっているか 

※１：例えば、歴史・文化・産業等の地域固有のストーリー性を取り込む

等滞在客にとっての満足度を高める改修や、滞在客の快適性を高める改

修等の取組が考えられる。 

※２：例えば、景観を地域で統一するための外観改修や、利用客以外の者

に解放された共有スペースの設置・改修等の取組が考えられる。 

※３：例えば、宿泊施設・観光施設のオペレーションの改善等につながる

改修等の取組が考えられる。 

その他の事項 物価上昇の状況等も勘案して、従業員の賃金の増加効果等が高い事

業となっているか 

補助対象事業者が経営ガイドラインに係る登録を受けているか（宿

泊施設のみ） 

面的 DX化に参加しているか 

 


